
こさいご当地グルメプロジェクトロゴマーク等制作業務に係る提案募集要項 

 

 

１ 業務の目的 

本業務は、湖西市の特産である豚肉を「こさいご当地グルメ」の食材として広く PR する

ため、湖西市産豚肉の総称としての「こさいの豚肉」をイメージするロゴマーク等を制作す

ることを目的とする。 

 

２ 事業概要 

(１)業務名 こさいご当地グルメプロジェクトロゴマーク等制作業務 

(２)業務内容 別紙仕様書の通り 

(３)履行場所 湖西市内 

(４)履行期間 契約締結の日から令和５年３月 10 日 

(５)契約限度額 200,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

３ 参加資格要件 

 本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすこととする。 

なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明し

た場合、要件を満たすまで、有資格者としては取り扱わないこととする。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）湖西市又はほかの地方公共団体において指名競争入札参加資格を有する場合、指名

競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、すで

にその停止期間を経過していること。 

（３）湖西市暴力団排除条例（平成 24 年 10 月３日条例第 34 号）第 2 条に規定する暴力

団及び暴力団員又は暴力団員等に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立て

または民事再生法（平成 14 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続き開始の申し

立てがなされていないこと。 

（５）本業務を遂行するために必要とされる業務経験等を有したものを派遣させること

ができる者であること。 

 

４ 提案書提出までの手続き等 

 （１）担当部署及び問い合わせ先   

こさいご当地グルメプロジェクト実行委員会事務局 

湖西市 企画部 企画政策課 定住促進係  担当 尾崎 

所在地 〒431-0492 湖西市吉美 3268 番地 



電 話 053-576-4910（直通）   

ＦＡＸ 053-576-1139 

電子メール kosai.gastronomy@gmail.com 

（執務時間 土、日、祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで） 

（２）参加表明書の提出 

   １）提出書類 

    参加表明書（様式第 1 号） 

   ２) 受付期間 

    令和４年 11 月 28 日（月）から 12 月 9 日（金）午後５時 00 分まで（必着） 

   ３）提出方法 

    担当部署へ様式のＰＤＦファイルを電子メールに添付して提出すること。 

（３）質問及び回答 

   １）受付期間 

    令和４年 11 月 28 日（月）から 12 月 7 日（水）午後５時 00 分まで（必着） 

 ２) 提出方法 

担当部署に電子メールにて提出すること（様式自由）。 

   ３）回答期限 

    令和４年 12 月 8 日（木） 

   ４）回答方法 

電子メールにより随時回答する。質問内容が応募者独自の提案に関わると判断さ

れるものは、当該応募者のみに、それ以外はすべての応募者に回答する。 

  



（４）提案資料の提出について 

１）提出物 

番号 提出書類名 提出上の注意 

１ ロゴマーク提案書 ８部 

・ロゴマーク提案書（以下「提案書」という。）

は、Ａ４判縦置きで、枚数は１提案あたり２枚 

以内とすること。 

・複数提案する場合は、提案ごとに提案書を作成

すること。 

・提案書には、ロゴマークをカラー印刷し、当該

ロゴマークのコンセプトや表現したい内容の解 

説を記載すること。 

 

２ 会社概要（様式第２号） パンフレット等がある場合は添付すること。 

 

３ 見積書（内訳書）  

 

４ その他提案に関する資料等  

２）提出部数   

提出上の注意に記載のあるものを除き、原則１部とする。 

３）提出先   

こさいご当地グルメプロジェクト実行委員会事務局 

湖西市 企画部 企画政策課 定住促進係 担当 尾崎 

４）提出期限   

令和４年 12 月 16 日（金）午後５時まで 

５）提出方法   

持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、受付期間の最終日までに必着とする） 

６）辞退する場合 

 参加意思表明書を提出した後、参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第３号）

を担当部署へ持参又は郵送で提出すること。 

 

 

 



６ スケジュール 

実施内容 期日等 

参加表明書受付期間 令和４年 11 月 28 日（月）～ 

令和４年 12 月 9 日（金）【午後５時 00 分必着】 

質問の受付期間 令和４年 11 月 28 日（月）～ 

令和４年 12 月 7 日（水）【午後５時 00 分必着】 

質問の回答期限 令和４年 12 月 8 日（木）まで 

提案書資料の提出期間 令和４年 11 月 28 日（月）～ 

令和４年 12 月 16 日（金）【午後５時 00 分必着】 

提案書資料の審査 令和４年 12 月 20 日（火） 

 

７ 審査の手続き及び受託候補者の特定 

（１）実行委員会において、応募資格確認用書類により応募資格を有しているか否か審査を

行った上で、ロゴマーク提案の審査を行う。 

（２）ロゴマーク提案の審査基準は、別に定める審査要項内の審査基準のとおりとする。 

（３）審査の結果については、各提案者に「採用」「不採用」をそれぞれ通知する。 

（４）審査の結果を踏まえ、県は委託候補者と契約を締結する。 

（５）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者を委託候補者とする。 

 

８ その他の留意事項 

（１）契約手続 

   審査結果をもとに選定された受託候補者と業務委託契約の仕様等について協議･調

整を行い、随意契約を締結する。 

（２）失格要件 

   応募者が参加表明書を提出した日から契約締結の日までに、次のいずれかに該当し

た場合は、失格となることがあるので留意すること。 

   １）提案書等に虚偽の記載があることが発覚したとき。 

   ２）市から指名停止処分を受けたとき。 

   ３）本提案募集要項に示す条件に適合しない場合。 

   ４）提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合。 

   ５）会社更生法に基づく更生手続きの開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手

続き開始の申立て等がなされたとき。 

   ６）担当課の職員に連絡を求めるなど、公平性を害する行為があったと認められたと

き。 

   ７）その他本提案募集要項に違反すると認められた場合。 

 （３）提出された書類全ての作成、提出にかかる費用は、応募者の負担とする。 

 （４）原則、書類提出後の内容の変更は認めない。 



 （５）提出された書類は、返却しない。 

 （６）提出された書類は、本提案に係る審査目的の範囲内で複製することがある。 

 （７）応募者は、審査結果に異議を申し立てることができない。 

 

  



（様式第 1 号） 

令和  年  月  日 

 

こさいご当地グルメプロジェクト実行委員長 宛 

 

商号又は名称 

代表者氏名           印 

 

 

参 加 表 明 書 

 

 

 

 「こさいご当地グルメプロジェクトロゴマーク等制作業務に係る提案募集」について参加

を表明し、提案資料を提出します。 

 

＜参加表明者＞ 

商号又は名称  

住所 
〒 

 

所属部課名  

担当者  

TEL  

FAX  

メールアドレス  

 

  



（様式第２号） 

 

会 社 概 要 

１．申請者等 

本

社

情

報 

（フリガナ）  

商号又は名称 
 

 

本社所在地 

〒 

 

 

電話番号  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

ＦＡＸ番号  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

（フリガナ）  

代表者職氏名 
 

 

担

当

者

情

報 

（フリガナ）  

支店・営業所名 
 

 

所在地 

〒 

 

 

電話番号  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

ＦＡＸ番号  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

（フリガナ）  

担当者職氏名 
 

 

湖西市の競争入札参加資格 有       無 

※湖西市の競争入札参加資格に有をチェックした申請者のみ記入してください。 

契約締結権限等の委任 

有       無 

（注）公告日時点で湖西市競争入札参加者資格の有資格者

で委任登録をしている場合は、必ず、有にチェックするこ

と。 

※事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組織体制、従業員数、事業概要等が把握できるも

の。必要に応じてパンフレット等の添付でも可とする。 

  



（様式第３号） 

 

令和  年  月  日 

 

こさいご当地グルメプロジェクト実行委員長 宛 

 

商号又は名称 

代表者氏名           印 

 

 

参 加 辞 退 届 

 

 

 

 「こさいご当地グルメプロジェクトロゴマーク等制作業務に係る企画提案」について、参

加を辞退します。 

 

 

 

１．辞退日 

 

 

２．辞退理由 


